
年1860時間という
時間外・休日労働の上限は
3年ごとに見直しを行う予定
→次の見直しは2027年度
→2035年度末には
　B・連携B水準は終了の予定
　C水準は残る見込み

医療機関の勤務環境改善だけでは実現は困難医療機関の勤務環境改善だけでは実現は困難

医師の働き方改革の制度はこれからどうなるのか？医師の働き方改革の制度はこれからどうなるのか？



厚生労働省　第75回社会保障審議会医療部会　資料１より抜粋



外科医がいなくならないために、我々に必要なアクションは？

また、行政はどのような実効性のある施策が必要か？

外科医がいなくならないために、我々に必要なアクションは？
また、行政はどのような実効性のある施策が必要か？

日本消化器外科学会市民公開講座（2025年5月10日開催・東京）ポスターより



最後までご覧いただき、ありがとうございました。

Email：fujikawa_aoi@kurume-u.ac.jp

最後までご覧いただき、ありがとうございました。
Email：fujikawa_aoi@kurume-u.ac.jp

THANK YOUTHANK YOU


